
介護老人保健施設䝝䞊䝰ニ䞊聖和 

通所䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン䞉介護予防通所䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン運営規程  

 

䠄運営規程設置䛾主᪨䠅 

第 㻝 条  ་療法人䛫いわ会䛜開設䛩䜛介護老人保健施設䝝䞊䝰ニ䞊聖和䠄௨ୗ䛂当施設䛃䛸いう䚹䠅䛜実施䛩䜛通

所䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン及び介護予防通所䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン䛾適ṇ䛺運営䜢確保䛩䜛䛯䜑䛻䚸人員及び管理運営

䛻関䛩䜛事項䜢定䜑䜛䚹 

 

䠄施設䛾目的䠅 

第 㻞 条 通所䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン及び介護予防通所䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン䛿䚸要介護状態及び要支援状態䛸認定䛥䜜䛯

利用者䠄௨ୗ単䛻䛂利用者䛃䛸いう䚹䠅䛻対䛧䚸介護保険法௧䛾趣᪨䛻従䛳䛶䚸通所䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン計⏬及び介

護予防通所䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン計⏬䜢立䛶実施䛧䚸利用者䛾心身䛾機能䛾維持回復䜢ᅗ䜛䛣䛸䜢目的䛸䛩䜛䚹 

 

䠄運営䛾方針䠅 

第 㻟 条 当施設䛷䛿䚸通所䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン計⏬及び介護予防通所䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン計⏬䛻基䛵い䛶䚸理学療法䚸

作業療法そ䛾他必要䛺䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン䜢行い䚸利用者䛾心身䛾機能䛾維持回復䜢ᅗ䜚䚸利用者䛜 㻝 日䛷䜒長

䛟居宅䛷䛾生活䜢維持䛷䛝䜛䜘うᅾ宅ケア䛾支援䛻ດ䜑䜛䚹 

㻞 当施設䛷䛿䚸利用者䛾意思及び人格䜢尊㔜䛧䚸自傷他害䛾恐䜜䛜あ䜛等緊急や䜐䜢得䛺い場合௨外䚸原則䛸

䛧䛶利用者䛻対䛧身体拘束䜢行䛺わ䛺い䚹 

㻟 当施設䛷䛿䚸介護老人保健施設䛜地域䛾中核施設䛸䛺䜛䜉䛟䚸居宅介護支援事業者䚸そ䛾他保健་療福祉サ

䞊ビ䝇提供者及び関係市༊⏫村䛸綿密䛺連携䜢䛿䛛䜚䚸利用者䛜地域䛻䛚い䛶統合的サ䞊ビ䝇提供䜢ཷ䛡䜛

䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘うດ䜑䜛䚹 

㻠 当施設䛷䛿䚸明䜛䛟家庭的雰ᅖ気䜢㔜視䛧䚸利用者䛜䛂䛻䛣や䛛䛃䛷䛂個性豊䛛䛻䛃過䛤䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘うサ䞊ビ

䝇提供䛻ດ䜑䜛䚹 

㻡 サ䞊ビ䝇提供䛻あ䛯䛳䛶䛿䚸懇ษ寧䜢᪨䛸䛧䚸利用者又䛿そ䛾家族䛻対䛧䛶利用ୖ必要䛺事項䛻䛴い䛶䚸理

解䛧や䛩い䜘う䛻指ᑟ又䛿説明䜢行う䛸䛸䜒䛻利用者䛾ྠ意䜢得䛶実施䛩䜛䜘うດ䜑䜛䚹 

㻢 利用者䛾個人情報䛾保護䛿䚸個人情報保護法䛻基䛵䛟厚生労働省䛾ガイ䝗䝷イン䛻則䜚䚸当施設䛜得䛯利用

者䛾個人情報䛻䛴い䛶䛿䚸当施設䛷䛾介護サ䞊ビ䝇䛾提供䛻䛛䛛䜛௨外䛾利用䛿原則的䛻行わ䛺い䜒䛾䛸䛧䚸

外部䜈䛾情報提供䛻䛴い䛶䛿䚸必要䛻応䛨䛶利用者䜎䛯䛿そ䛾௦理人䛾了解䜢得䜛䛣䛸䛸䛩䜛䚹 



 

䠄施設䛾ྡ称及び所ᅾ地等䠅 

第 㻠 条 当施設䛾ྡ称所ᅾ地等䛿次䛾䛸䛚䜚䛸䛩䜛䚹 

㻔㻝㻕  施設ྡ      介護老人保健施設䝝䞊䝰ニ䞊聖和   

㻔㻞㻕  所ᅾ地      福岡┴筑紫㔝市大字西ᑠ⏣ 㻥㻥㻝 番地䛾 㻟  

㻔㻟㻕 電ヰ番号  㻜㻥㻞-㻥㻞㻣-㻝㻤㻝㻝  FAX 番号 㻜㻥㻞-㻥㻞㻣-㻟㻣㻟㻣 

㻔㻠㻕  介護保険指定番号    介護老人保健施設䠄㻠㻜㻡㻝㻣㻤㻜㻜㻣㻞 号䠅 

  

䠄従業者䛾職種䚸員数䠅 

第 㻡 条 当施設䛾従事者䛾職種䚸員数䛿䚸次䛾䛸䛚䜚䛷あ䜚䚸必置職䛻䛴い䛶䛿法௧䛾定䜑䜛䛸䛣䜝䛻䜘䜛䚹 

(1) 管理者 1 人 

(2) ་師 1 人௨ୖ 

(3) ┳䞉介護職員 5 人௨ୖ 

(4) 理学療法士等 㻞 人௨ୖ 

(5) 管理栄養士 1 人௨ୖ 

(6) 事務職員 3 人௨ୖ 

(7) 調理員 ⱝ干ྡ(委ク) 

 

㻔従業者䛾職務内容㻕 

第 㻢 条 前条䛻定䜑䜛当施設職員䛾職務内容䛿䚸次䛾䛸䛚䜚䛸䛩䜛䚹 

㻔㻝㻕 管理者䛿䚸介護老人保健施設䛻携わ䜛従業者䛾総括管理䚸指ᑟ䜢行う䚹 

㻔㻞㻕 ་師䛿䚸利用者䛾病状及び心身䛾状況䛻応䛨䛶䚸日常的䛺་学的対応䜢行う䚹 

㻔㻟㻕 ┳護職員䛿䚸་師䛾指示䛻基䛵䛝投薬䚸検温䚸血ᅽ測定等䛾་療行Ⅽ䜢行䛺うほ䛛䚸利用者䛾通所サ䞊ビ

䝇計⏬䛻基䛵䛟┳護䜢行う䚹 

㻔㻠㻕 介護職員䛿䚸利用者䛾通所サ䞊ビ䝇計⏬䛻基䛵䛟介護䜢行う䚹 

㻔㻡㻕 理学療法士䞉作業療法士䛿䚸་師や┳護師等䛸共ྠ䛧䛶䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン実施計⏬書䜢作成䛩䜛䛸䛸䜒䛻䝸

䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン䛾実施䛻際䛧指ᑟ䜢行う䚹 

㻔㻢㻕 管理栄養士䛿䚸利用者䛾栄養管理䚸栄養ケア䝬ネ䝆䝯ン䝖等䛾栄養状態䛾管理䜢行う䚹 

㻔㻣㻕 事務職員䛿施設䛾ᗢ務及び経理䛾事務処理䜢行う䚹 

㻔㻤㻕 調理員㻔委ク㻕 

 



䠄営業日及び営業時間䠅 

第 㻣 条 通所䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン及び介護予防通所䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン䛾営業日及び営業時間௨ୗ䛾䛸䛚䜚䛸䛩䜛䚹 

㻔㻝㻕 営業日：日曜日䜢除䛟䚸毎㐌᭶曜日䛛䜙土曜日䜎䛷䛾 㻢 日間䜢営業日䛸䛩䜛䚹㻔㻝 ᭶ 㻝 日䞉㻝 ᭶ 㻞 日除䛟㻕 

㻔㻞㻕 営業時間：営業日䛾午前 㻤 時 㻟㻜 ศ䛛䜙午ᚋ 㻡 時䜎䛷䜢営業時間䛸䛩䜛䚹 

 

 䠄利用定員䠅 

第 㻤 条 通所䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン及び介護予防通所䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン䛾利用定員数䛿 㻠㻤 人䛸䛩䜛䚹 

 

䠄通所䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン及び介護予防通所䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン䛾内容䠅 

第 㻥 条 通所䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン及び介護予防通所䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン䛿䚸་師䚸理学療法士䚸作業療法士等䝸䝝ビ䝸

タッフ䛻䜘䛳䛶作成䛥䜜䜛通所䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン計⏬及び介護予防通所䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン計⏬並び䛻䝸䝝ビ䝸テ

䞊䝅ョン実施計⏬書䚸運動器機能向ୖ計⏬書䛻基䛵い䛶䚸理学療法䚸作業療法そ䛾他必要䛺䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン

䜢行う䚹 

㻞 通所䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン計⏬及び介護予防通所䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン計⏬䛻基䛵䛝䚸入浴介ຓ䜢実施䛩䜛䚹 

㻟 通所䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン計⏬及び介護予防通所䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン計⏬䛻基䛵䛝䚸食事䜢提供䛩䜛䚹 

㻠 通所䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン計⏬及び介護予防通所䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン計⏬䛻基䛵䛝䚸居宅及び施設間䛾送迎䜢実施

䛩䜛䚹 

 

䠄利用者負担䛾額䠅   

第 㻝㻜 条  利用者負担䛾額䜢௨ୗ䛸䛚䜚䛸䛩䜛䚹 

保険給付䛾自己負担額䜢䚸別表䛻揚䛢䜛料金表䛻䜘䜚支払い䜢ཷ䛡䜛䚹 

㻞 別表䛻揚䛢䜛食費䚸理美容௦䚸基本時間外施設利用料䚸䛚䜐䛴௦䚸༊域外䛾場合䛿送迎費䚸そ䛾他䛾費用等

利用料䜢䚸利用者負担説明書䛻掲載䛾料金䛻䜘䜚支払い䜢ཷ䛡䜛䚹 

㻟 保険証等䠄介護保険証等䚸限度額適用認定証䚸ᚋ期高齢者་療䚸そ䛾他་療䚸証明書等䠅䛿利用開始時䚸ྲྀ

得䚸変更及びษ䜚替え時䛻提示䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䛸䛩䜛䚹提示䛜䛺い場合䛿保険ྲྀ扱い出来䛺い場合䛜あ䜛䛣䛸䜢

事前䛻説明䛩䜛䚹 

 

䠄通常䛾送迎䛾実施地域䠅 

第 㻝㻝 条  通常䛾送迎䛾実施地域䜢௨ୗ䛾䛸䛚䜚䛸䛩䜛䚹 



筑紫㔝市䚸ᑠ郡市䚸太宰府市䚸筑前⏫ 

 

䠄利用䛻当䛯䛳䛶䛾留意事項䠅 

第 㻝㻞 条  当施設䛾利用䛻当䛯䛳䛶䛾留意事項䜢௨ୗ䛾䛸䛚䜚䛸䛩䜛䚹 

施設利用中䛾食事䛿䚸特段䛾事情䛜䛺い限䜚施設䛾提供䛩䜛食事䜢摂ྲྀい䛯䛰䛟䛣䛸䛸䛩䜛䚹食費䛿第 㻝㻜 条䛻

利用料䛸䛧䛶規定䛥䜜䜛䜒䛾䛷あ䜛䛜䚸ྠ時䛻䚸施設䛿第 㻥 条䛾規定䛻基䛵䛝利用者䛾心身䛾状態䛻影響䜢

え䜛栄養状態䛾管理䜢サ䞊ビ䝇内容䛸䛧䛶い䜛䛯䜑䚸食事内容䜢管理䞉決定䛷䛝䜛権限䜢委任い䛯䛰䛟䛣䛸䛸䛩䜛䚹 

㻞 飲酒䛿原則䛸䛧䛶認䜑䛺い䛣䛸䛸䛩䜛䚹 

㻟 䛂健ᗣ増㐍法䛾୍部䜢改ṇ䛩䜛法ᚊ䛃䛻基䛵䛝䚸駐車場䜢含䜐施設敷地内䛿禁煙䛸䛩䜛䚹䛥䜙䛻䚸発火䛾恐䜜

䛾あ䜛物品䛿䚸施設敷地内䜈䛾持䛱込䜏䜢禁Ṇ䛩䜛䚹䜎䛯䚸火災防Ṇୖ䚸危険䜢感䛨䛯場合䛿䚸直䛱䛻職員䛻

連絡䛩䜛䛣䛸䚹 

４ 設備䞉備品䛾利用䛿䚸大ษ䛻ྲྀ䜚扱う䜘うດ䜑䛶い䛯䛰䛟䛣䛸䛸䛩䜛䚹 

㻡 所持品䞉備品等䛾持䛱込䜏及び金銭䞉貴㔜品䛾管理䛿䚸原則䛸䛧䛶利用者及び家族䛾管理䛸䛧䛶い䛯䛰䛟䚹尚䚸

衣類䚸物品等䛻䛿必䛪ྡ前䜢グ入䛧䛶い䛯䛰䛟䛣䛸䛸䛩䜛䚹 

㻢 通所䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン及び介護予防通所䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン利用時䛾་療機関䛷䛾ཷ診䛿䚸緊急時䜢除䛝䚸原

則䛸䛧䛶禁Ṇ䛥䜜䛶い䜛䚹 

㻣 䝨ッ䝖䛾持䛱込䜏及び飼育䛿禁Ṇ䛩䜛䚹 

㻤 利用者䛾䛂営利行Ⅽ䚸宗教䛾勧誘及び活動䚸特定䛾政治活動䛃䛿䚸禁Ṇ䛩䜛䚹 

㻥 他利用者䜈䛾迷惑行Ⅽ䛿禁Ṇ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸相互䛾融和䜢ᅗ䜛䜘うດ䜑䜛䛣䛸䛸䛩䜛䚹 

㻝㻜 施設䛾清潔䚸整頓そ䛾他環境衛生䛾保持䛾䛯䜑䛻協力䛩䜛䛣䛸䚹 

 

㻔非常災害対策㻕 

第 㻝㻟 条  消防法施行規則第 㻟 条䛻規定䛩䜛消防計⏬及び風水害､地震等䛾災害䛻対処䛩䜛計⏬䛻基䛵䛝､䜎䛯､

消防法第 㻤 条䛻規定䛩䜛防火管理者䜢設置䛧䛶非常災害対策䜢行う｡ 

㻞 防火管理者䛻䛿䚸་療法人䛫いわ会防火管理者䜢充䛶䜛䚹 

㻟 火元責任者䛻䛿䚸事業所職員䜢充䛶䜛䚹 

㻠 非常災害用䛾設備Ⅼ検䛿䚸契約保守業者䛻依頼䛩䜛䚹Ⅼ検䛾際䛿䚸防火管理者䛜立䛱会う䚹 

㻡 非常災害設備䛿䚸常䛻᭷効䛻保持䛩䜛䜘うດ䜑䜛䚹 

㻢 火災䛾発生や地震䛜発生䛧䛯場合䛿䚸被害䜢最ᑠ限䛻䛸䛹䜑䜛䛯䜑䚸自衛消防隊䜢編成䛧䚸任務䛾遂行䛻当



䛯䜛䚹 

㻣 防火管理者䛿䚸施設職員䛻対䛧䛶防火教育䚸消防訓練䜢実施䛩䜛䚹 

㻔㻝㻕 防火教育及び基本訓練㻔消火䞉通報䞉避難㻕……年 㻞 回௨ୖ䠄う䛱 㻝 回䛿夜間䜢想定䛧䛯訓練及び利用者

䜢含䜑䛯総合避難訓練䜢行う䚹㻕 

㻔㻞㻕 非常災害用設備䛾使用方法䛾徹底………随時 そ䛾他必要䛺災害防Ṇ対策䛻䛴い䛶䜒必要䛻応䛨䛶対

処䛩䜛体制䜢䛸䜛䚹 

㻤 事業所䛿䚸前項䛻規定䛩䜛訓練䛾実施䛻当䛯䛳䛶䚸地域住民䛾参加䛜得䜙䜜䜛䜘う連携䛻ດ䜑䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹 

 

㻔事故発生䛾防Ṇ及び発生時䛾対応㻕 

第 㻝㻠 条 事業所及びそ䛾従業者䛿䚸サ䞊ビ䝇䛾提供中䛻利用者䛾病状䛻急変䚸そ䛾他緊急事態䛜生䛨䛯䛸䛝䚸又

䛿事故䛜発生䛧䛯䛸䛝䛿䚸㏿や䛛䛻主治་䛻連絡䛧適ษ䛺措置䜢講䛪䜛䛸䛸䜒䛻䚸管理者䛾指示䛻従い䚸市⏫

村䚸当ヱ利用者䛾家族䚸当ヱ利用者䛻係わ䜛居宅介護支援事業者等䛻報告䜢行う䜒䛾䛸䛩䜛䚹 

㻞 事業所䛿䚸事故䛾状況や事故䛻際䛧䛶ྲྀ䛳䛯処置䛻䛴い䛶グ録䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸事故発生䛾原因䜢解明䛧䚸再発生

䜢防䛠䛯䜑䛾対策䜢講䛨䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹 

 

㻔職員䛾服務規ᚊ㻕 

第 㻝㻡 条 職員䛿䚸介護保険関係法௧及び諸規則䚸個人情報保護法䜢遵守䛧䚸業務ୖ䛾指示命௧䛻従い䚸自己䛾

業務䛻専念䛩䜛䚹服務䛻当䛯䛳䛶䛿䚸協力䛧䛶施設䛾秩序䜢維持䛧䚸常䛻次䛾事項䛻留意䛩䜛䛣䛸䚹 

㻞 入所者や通所者䛻対䛧䛶䛿䚸人格䜢尊㔜䛧親ษ寧䜢᪨䛸䛧䚸責任䜢䜒䛳䛶接遇䛩䜛䛣䛸䚹 

㻟 常䛻健ᗣ䛻留意䛧䚸明朗䛺態度䜢失䛳䛶䛿䛺䜙䛺い䚹 

㻠  䛚互い䛻協力䛧合い䚸能率䛾向ୖ䛻ດ力䛩䜛䜘う心掛䛡䜛䛣䛸䚹 

 

㻔職員䛾質䛾確保㻕 

第 㻝㻢 条 施設職員䛾資質向ୖ䛾䛯䜑䛻䚸そ䛾研修䛾機会䜢確保䛩䜛䚹 

 

㻔職員䛾健ᗣ管理㻕 

第 㻝㻣 条 職員䛿䚸䛣䛾施設䛜行う年１回䛾健ᗣ診断䜢ཷ診䛩䜛䛣䛸䚹 

 

㻔衛生管理㻕 



第 㻝㻤 条 事業所䛿䚸サ䞊ビ䝇䛻使用䛩䜛備品䞉器具等䛾清潔保持䛻ດ䜑䚸定期的䛻消毒䜢実施䛩䜛䚹 

㻞 事業所䛿䚸従業者䛻対䛧䛶衛生管理及び感染症䚸そ䛾他必要䛺知識及び技術䛾習得䛻ດ䜑䛥䛫䜛䚹 

㻟 事業所䛿䚸感染症䛜発生又䛿䜎䜣延䛧䛺い䜘う䛻必要䛺措置䜢講䛨䜛䛸䛸䜒䛻䚸従業者䛻䛴い䛶䛿䚸適宜健ᗣ

診断等䜢実施䛩䜛䚹 

㻟 利用者䛿䚸事業所䛾清潔䚸整頓䚸そ䛾他䛾環境衛生䛾保持䛾䛯䜑䛻事業所䛻協力䛩䜛䚹 

㻠 定期的䛻䚸鼠族䚸昆虫䛾駆除䜢行う䚹 

 

㻔守秘義務及び個人情報䛾保護㻕 

第 㻝㻥 条 施設職員䛻対䛧䛶䚸施設職員䛷あ䜛期間䛚䜘び施設職員䛷䛺䛟䛺䛳䛯ᚋ䛻䛚い䛶䜒䚸ṇ当䛺理⏤䛜無䛟䚸

そ䛾業務ୖ知䜚得䛯利用者又䛿そ䛾家族䛾個人情報䜢漏䜙䛩䛣䛸䛜䛺い䜘う指ᑟ教育䜢適時行う䜒䛾䛸䛩䜛䚹 

 

䠄ⱞ情処理䠅 

第 㻞㻜 条  利用者やそ䛾家族䛛䜙䛾ⱞ情等䛻迅㏿䛛䛴適ษ䛻対応䛩䜛䛯䜑䛻䚸事業所䛻ⱞ情ཷ付窓口䜢設置䛩

䜛䚹ⱞ情䛜生䛨䛯場合䛿䚸直䛱䛻相手方䛻連絡䜢ྲྀ䜚䚸ヲ䛧い事情䜢把握䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸㔜傷者䛷検討会議䜢行

い䚸必䛪具体的䛺対応䜢行う䚹䜎䛯䚸ⱞ情グ録䚸そ䛾対応䜢台帳䛻保管䛧䚸再発䜢防䛠䚹ヲ細䛿別紙䠄利用者䛾

ⱞ情䜢処理䛩䜛䛯䜑䛻講䛪䜛処置䛾概要䠅䛻䜘䜛䚹 

 

䠄身体的拘束等䠅 

第 㻞㻝 条 通所サ䞊ビ䝇䛾提供䛻当䛯䛳䛶䛿䚸当ヱ利用者又䛿他䛾利用者等䛾生命又䛿身体䜢保護䛩䜛䛯䜑緊急

や䜐䜢得䛺い場合䜢除䛝䚸身体的拘束等そ䛾他利用者䛾行動䜢制限䛩䜛行Ⅽ䛿行わ䛺い䚹䜎䛯身体的拘束等

䜢行う場合䛻䛿䚸そ䛾態様及び時間䚸そ䛾際䛾入所者䛾心身䛾状況並び䛻緊急や䜐䜢得䛺い理⏤䜢グ録䛩

䜛䚹 

 

㻔虐待防Ṇ䛻関䛩䜛事項㻕 

第 㻞㻞 条  事業所䛿䚸利用者䛾人権䛾擁護䞉虐待等䛾防Ṇ䛾䛯䜑次䛾措置䜢講䛪䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹 

㻞 虐待䜢防Ṇ䛩䜛䛯䜑䛾従業者䛻対䛩䜛研修䛾実施 

㻟 利用者及びそ䛾家族䛛䜙ⱞ情処理体制䛾整備 

㻠 事業所䛻䛚䛡䜛虐待䛾防Ṇ䛾䛯䜑䛾対策䜢検討䛩䜛委員会䛾定期的䛺開催 

㻡 そ䛾他虐待防Ṇ䛾䛯䜑䛻必要䛺措置 



㻢 事業所䛿䚸サ䞊ビ䝇提供中䛻䚸当ヱ事業所従業者又䛿養護者㻔利用者䛾家族等高齢者䜢現䛻養護䛩䜛者㻕䛻

䜘䜛虐待䜢ཷ䛡䛯䛸思わ䜜䜛利用者䜢発見䛧䛯場合䛿䚸㏿や䛛䛻䚸䛣䜜䜢市⏫村䛻通報䛩䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹 

 

㻔業務⥅⥆計⏬䛾策定䛻関䛩䜛事項㻕 

第 㻞㻟 条  事業所䛿䚸感染症や非常災害䛾発生時䛻䛚い䛶䚸利用者䛻対䛩䜛事業䛾提供䜢⥅⥆的䛻実施䛩䜛      

䛯䜑䛾䚸及び非常時䛾体制䛷᪩期䛾業務再開䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾計⏬㻔௨ୗ䛂業務⥅⥆計⏬䛃㻕䜢策定䛧䚸当ヱ業務⥅

⥆計⏬䛻従い必要䛺措置䜢講䛪䜛䚹 

㻞 事業者䛿䚸従事者䛻対䛧䚸業務⥅⥆計⏬䛻䛴い䛶周知䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸必要䛺研修及び訓練䜢定期的㻔年 㻞 回㻕

䛻行う物䛸䛩䜛䚹 

 㻟 事業者䛿䚸定期的䛻業務⥅⥆計⏬䛾見直䛧䜢行い䚸必要䛻応䛨䛶業務⥅⥆計⏬䛾変更䜢行う物䛸䛩䜛䚹 

 

㻔感染症䛾予防及び䜎䜣延䛾防Ṇ䛻関䛩䜛事項㻕 

第 㻞㻠 条  事業所䛿䚸事業所䛻䛚い䛶感染症䛜発生䛧䚸又䛿䜎䜣延䛧䛺い䜘う䛻䚸次䛾各号䛻掲䛢䜛措置䜢講䛪䜛䚹 

㻞 事業所䛻䛚䛡䜛感染症䛾予防及び䜎䜣延䛾防Ṇ䛾䛯䜑䛾対策䜢検討䛩䜛委員会㻔テレビ電ヰ装置等䜢活用䛧

䛶行う䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜒䛾䛸䛩䜛㻕䜢䛚䛚䜐䛽 㻢 ᭶䛻 㻝 回௨ୖ開催䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸そ䛾結果䛻䛴い䛶従業者䛻周知

徹底䜢ᅗ䜛䛣䛸䚹 

㻟 事業所䛻䛚䛡䜛感染症䛾予防及び䜎䜣延䛾防Ṇ䛾䛯䜑䛾指針䜢整備䛩䜛䛣䛸䚹 

㻠 事業所䛻䛚い䛶䚸従業者䛻対䛧䚸感染症䛾予防及び䜎䜣延䛾防Ṇ䛾䛯䜑䛾研修及び訓練䜢定期的㻔年 㻞 回㻕䛻

行う物䛸䛩䜛䚹 

 

㻔職場䛻䛚䛡䜛䝝䝷䝇䝯ン䝖䛾防Ṇ䛻関䛩䜛事項㻕 

第 㻞㻡 条  事業所䛿適ษ䛺事業䛾提供䜢確保䛩䜛観Ⅼ䛛䜙䚸職場䛻䛚い䛶行わ䜜䜛性的䛺言動䚸優越的䛺関係䜢

背景䛸䛧䛯䜒䛾䛻䜘䜚従業者䛾就業環境䛜害䛥䜜䜛䛣䛸䜢防Ṇ䚸顧客等䛛䜙䛾暴行䚸脅迫䚸暴言䚸当䛺要求等

䛾著䛧い迷惑行Ⅽ䛻関䛧䛶䚸事業主䛿䚸相談䛻応䛨䚸適ษ䛻対応䛩䜛䛯䜑䛾体制䛾整備や被害者䜈䛾配慮䛾

ྲྀ組䜢行う䛣䛸や被害䜢防Ṇ䛩䜛䛯䜑䛾ྲྀ組䜢行う䛣䛸䛾明確化䛧䛯必要䛺措置䜢講䛪䜛䚹 

 

㻔そ䛾他運営䛻関䛩䜛㔜要事項㻕 

第 㻞㻢 条 地震等非常災害そ䛾他や䜐䜢得䛺い事情䛾᭷䜛場合䜢除䛝䚸利用定員䜢超え䛶利用䛥䛫䛺い䚹 

2 事業所ࠊࡣ指定通所リハビリテーション(指定介護予防通所リハビリテーション)に関する記録を整備



しࠊそࡢサービスを提供した日から最低５年間ࡣ保存するもࡢとするࠋ 

㻟  運営規程䛾概要䚸施設職員䛾勤務体制䚸協力病院䚸利用者負担䛾額及びⱞ情処理䛾対応䚸プ䝷イ䝞䝅䞊䝫䝸

䝅䞊䛻䛴い䛶䛿䚸施設内䛻掲示又䛿䚹備え付䛡䛾書面及び䝩䞊䝮䝨䞊䝆䜈掲載䛩䜛䚹 

㻠 通所リハビリテーションサ䞊ビ䝇䛻関連䛩䜛政省௧及び通知並び䛻本運営規程䛻定䜑䛾䛺い䚸運営䛻関

䛩䜛㔜要事項䛻䛴い䛶䛿䚸་療法人䛫いわ会理事会䛻䛚い䛶定䜑䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹 

 

付  則 

䛣䛾運営規程䛿䚸௧和６年 㻢 ᭶ 㻝 日䜘䜚施行䛩䜛䚹 



重要事項説明書 

介護老人保健施設ハーモニー聖和 

ʰ通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションʱのご案内 

ʤ令和 6 年 6 月 1 日現在ʥ 

̏．施設概要 

ʤ̏ʥ施設名称等 

   ・施設名   介護老人保健施設 ύーϠニー聖和 

   ・開設年月日 平成̖年̒月̏̓日 

   ・所在地   筑紫野市大字西小田 991 番地̑ 

   ・電話番号  092-927-1811   ・フΟックη番号 092-927-3737 

   ・管理者名  蓮尾 春高 

   ・介護保険指定番号  介護老人保健施設ʤ 4051780072 号ʥ 

 

ʤ̐ʥ介護老人保健施設目的ͳ運営方針 

    介護老人保健施設ͺɼ看護ɼ医学的管理下Ͳ介護や機能訓練ɼそ他必要͵医療ͳ日常
生活上͕世話͵ʹ介護保健施設サービηΝ提供ͤΖ͞ͳͲɼ入所者能力Ͷ応ͣͪ日常生
活Ν営͞ͳ͗Ͳ͘ΖΓうͶ͢ɼ̏日Ͳ早く家庭Ͳ生活Ͷ戻Ζ͞ͳ͗Ͳ͘ΖΓうͶ支援ͤ
Ζ͞ͳΝ目的ͳͪ͢施設Ͳͤɽ͠ΔͶɼ家庭復帰場合Ͷͺɼ家庭Ͷ͕けΖ療養環境調整͵
ʹɼ退所時支援行いΉͤͲɼ安心͢ͱ退所͢ͱいͪͫけΉͤɽΉͪɼ在宅方Ͷͺɼ自
宅Ͳ自立ͪ͢日常生活͗営ΉΗΖΓうɼ通所ϨύビϨテーεョン及び介護予防通所ϨύビϨテ
ーεョンͶΓΕ利用者・介護者Ν支援いͪ͢Ήͤɽ 

    ͞目的Ͷ沿ͮͱɼ当施設Ͳͺɼ以下Γう͵運営方針Ν定ΌͱいΉͤͲɼ͟理解いͪ
ͫいͪ上Ͳ͟利用くͫ͠いɽ 

  ［介護老人保健施設ύーϠニー聖和運営方針］ 

    医療ͳ福祉機能Ν備えͪ施設位置ͰけͶ͕けΖ処遇Ν行うɽ医療面偏重ʤ過剰医療ɼ
過小医療ʥΝ避けɼ生活援助場ͳ͢ͱ施設Ν原則ͶɼώϧンηͳΗͪ処遇Ͷ努ΌΖɽ 

 

ʤ̑ʥ施設職員体制 

 常勤 非常勤 業務内容 

医師 ̏以上  通所者医学的管理 

看介護職員 ̓以上  〃  看護・医学的管理・介護 

理学療法士・作業療法士 ̏以上  〃  機能訓練 

管理栄養士 ̏  〃  栄養管理 

事務職員 ̑以上  〃  支払・請求等 

ʤ̒ʥ通所定員  ・定員 4̖名              

 

̐．サービη内容 

ᶅ 通所ϨύビϨテーεョン及び介護予防通所ϨύビϨテーεョン計画立案 

ᶆ 食事ʤ食事ͺ原則ͳ͢ͱ食堂Ͳ͕ͳΕいͪͫ͘Ήͤɽʥ※短時間対象外 

ᶇ 入浴ʤ一般浴槽ほ͖入浴Ͷ介助Ν要ͤΖ利用者Ͷͺ特別浴槽Ͳ対応͢Ήͤɽʥ※短時間対象外 

ᶈ 医学的管理・看護 

ᶉ 介護 

ᶊ 機能訓練ʤ個別ϨύビϨテーεョンɼϪクϨエーεョンʥ 

ᶋ 相談援助サービη 

ᶌ 利用者͗選定ͤΖ特別͵食事提供 ※短時間対象外 

ᶍ 理美容サービηʤ月̒回程度実施͢Ήͤɽʥ※短時間対象外 

ᶎ 基本時間外施設利用サービηʤ何Δ͖理由ͶΓΕɼ͟家族等͕迎え͗居宅介護サービη計
画Ͳ定ΌΔΗͪ通所ϨύビϨテーεョン及び介護予防通所ϨύビϨテーεョン利用時間終了

＜別紙 1＞ 



Ͷ間Ͷ合わ͵い場合Ͷ適用ʥ 

ᶏ 行政手続代行 

ᶐ そ他 

＊͞ΗΔサービη͵͖Ͷͺɼ利用者方͖Δ基本料金ͳͺ別Ͷ利用料金Νいͪͫく
あΕΉͤͲɼ具体的Ͷ͟相談くͫ͠いɽ 

 

̑．サービη提供地域 

  筑紫野市ɼ太宰府市ɼ小郡市ɼ筑前町 

 

̒．協力医療機関等 

  当施設Ͳͺɼ下記医療機関・歯科医療機関Ͷ協力いͪͫ͘ɼ利用者状態͗急変ͪ͢場合等Ͷͺɼ
速や͖Ͷ対応Ν͕願いͤΖΓうͶ͢ͱいΉͤɽ 

  ・協力医療機関 

     ・名 称 聖和記念病院 

     ・住 所 小郡市津古字半女寺̏̒̎̕番地̏ 

・協力歯科医療機関 

     ・名 称 筑紫野ηマイϩ歯科小児科医院 

     ・住 所 筑紫野市大字立明寺 434 番 1 イオンϠーϩ筑紫野店 2 階 

◇緊急時連絡先 

͵͕ɼ緊急場合Ͷͺʰ同意書ʱͶ͟記入いͪͫいͪ連絡先Ͷ連絡͢Ήͤɽ 

 

̓．施設利用Ͷ当ͪͮͱ留意事項 

  別紙 3ʰ利用Ͷあͪͮͱ留意事項ʱ参照 

 

̔．非常災害対策 

  ・防災設備  ηプϨンクϧーɼ消火器ɼ消火栓ɼ防火扉ɼ誘導灯ɼ非常通報装置ɼ非常用電源 

  ・防災訓練  年̐回 

 

̕．禁止事項 

  当施設Ͳͺɼ多く方Ͷ安心͢ͱ療養生活Ν送ͮͱいͪͫくͪΌͶɼ利用者ʰ営利行為ɼ宗教
勧誘ɼ特定政治活動ʱͺ禁止͢Ήͤɽ 

 

̖．要望及び苦情等相談 

  当施設Ͷͺ支援相談専門員ͳ͢ͱ支援相談員͗勤務͢ͱいΉͤͲɼ͕気軽Ͷ͟相談くͫ͠いɽ 

・ύーϠニー聖和 ： 時間 8 時 30 分～17 時 電話 092-927-1811 

ʤ支援相談員 井谷ɼ古川ɼ佐々ɼ小堀ʥ ʤ事務長 野地ʥ  

・筑紫野市役所 高齢者支援課  住所：福岡県筑紫野市石崎 1-1-1 

時間：8 時 30 分～17 時  

電話：092-923-1111  FAX：092-923-1134 

・小郡市役所  長寿支援課    住所：福岡県小郡市小郡 255-1 

時間：8 時 30 分～17 時 

電話：0942-72-2111  FAX：0942-73-4466 

・筑前町役場 福祉部            住所：福岡県朝倉郡筑前町久光 951-1 

時間：8 時 30 分～17 時 15 分 

電話：0946-24-8763  FAX：0946-42-2011 

・   役所          課     住所： 

時間：  

電話：         FAX： 

 



・福岡県国民健康保険団体連合会 住所：福岡県福岡市博多区吉塚本町 13-47 

時間：9 時～17 時   

電話：092-642-7859  FAX：092-642-7856 

 

̗．そ他 

  当施設Ͷͯいͱ詳細ͺɼϏンフϪットΝ用意͢ͱあΕΉͤͲɼ͟請求くͫ͠いɽ 

 

  



 

通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションについて 

 

̏．介護保険証確認 

  ͟利用͕申͢込ΊͶ当ͪΕɼ͟利用希望者介護保険証Ν確認ͦ͠ͱいͪͫ͘Ήͤɽ 

 

̐．通所ϨύビϨテーεョン及び介護予防通所ϨύビϨテーεョン概要 

  通所ϨύビϨテーεョン及び介護予防通所ϨύビϨテーεョンͺɼ要介護者及び要支援者家庭等
Ͳ生活Ν継続ͦ͠ΖͪΌͶ立案͠Ηͪ居宅介護サービη計画Ͷ基Ͱ͘ɼ当施設Ν一定期間͟利用い
ͪͫ͘ɼ看護ɼ医学的管理下Ͷ͕けΖ看護及び機能訓練そ他必要͵ϨύビϨテーεョンΝ行いɼ
利用者心身機能維持回復Ν図ΖͪΌ提供͠ΗΉͤɽ͞サービηΝ提供ͤΖͶあͪͮͱͺɼ利
用者Ͷ関わΖあΔゆΖ医師及び理学療法士ɼ作業療法士そ他専Δ通所ϨύビϨテーεョン及び介護
予防通所ϨύビϨテーεョン提供ͶあͪΖ従業者協議ͶΓͮͱɼ通所ϨύビϨテーεョン計画及
び介護予防通所ϨύビϨテーεョン計画͗作成͠ΗΉͤ͗ɼそ際ɼ利用者及び身元保証人希望Ν
十分Ͷ取Ε入ΗɼΉͪɼ計画内容Ͷͯいͱͺ同意ΝいͪͫくΓうͶ͵ΕΉͤɽ 

 

̑．利用料金 

ʤ̏ʥ基本料金ɼ各種加算  

※別表ʰ料金表ʱ参照 

※基本料金ɼ各種加算合計単位数Ͷ 8.6%相当介護職員処遇改善加算Ⅰ͗加わΕΉͤɽ 

※感染症又ͺ災害発生Ν理由ͳͤΖ利用者数減少͗一定以上生ͣͪ場合ɼ所定単位数 

Ͷ̑.̎％相当͗加わΕΉͤɽ 

 

ʤ2ʥそ他料金 

  ᶅ食費   昼食    ̓̎̕円 

※ 原則ͳ͢ͱ食堂Ͳ͕ͳΕいͪͫ͘Ήͤɽ͵͕ɼ通所ϨύビϨテーεョン及び介護予防通所Ϩ
ύビϨテーεョン利用時間帯ͶΓͮͱͺɼ食事提供͗Ͳ͘͵い͞ͳ͗あΕΉͤɽ 

  ᶆ連絡όート      利用開始時ɼ再発行時̐̎̎円 ※利用料金Ͷ含ΉΗΉͤɽ 

ᶇ理 美容代  実費ʤ̐̎̎̎円程度ʥ 

ᶈそ他ʤ利用者͗選定ͤΖ特別͵食事費用等ʥͺɼ別途資料Ν͟覧くͫ͠いɽ 

 

ʤ3ʥ支払い方法 

前月分請求書及び明細書Ν毎月 10 日Ͷ発行͢ɼ指定ͤΖ送付先Ͷ郵送͢Ήͤɽ 

月末ʤ引͘落ͳ͢日͗休日場合ͺ翌営業日ʥͶ口座振替ͶΓΕ支払うͳ͢Ήͤɽ 

ͪͫ͢ɼ口座振替手続͘完了ΉͲͺ施設窓口Ͳ現金払いͳ͵ΕΉͤɽ 

 

＜別紙 2＞ 



■ 施設利用Ͷ当ͪͮͱ留意事項 

◎飲酒 
・ 飲酒ͺɼ原則ͳ͢ͱ認ΌͱいΉͦΞɽ 

ʤ協議上ɼケΠプϧンͳ͢ͱ必要ͲあΖ場合Ν除くʥ 

◎喫煙 

・ ʰ健康増進法一部Ν改正ͤΖ法律ʱͶ基Ͱ͘ɼ駐車場Ν含施設敷
地内ͺ禁煙ͳ͵ΕΉͤɽ 

上記事柄Ͷ関͢ͱɼ注意Ν促͢ͱ改善͗ΊΔΗ͵い場合ͺ施設利
用͗Ͳ͘͵く͵Ζ͞ͳ͟͡いΉͤͲɼ͟了承下͠いɽ 

◎設備・備品利用 

・ 施設内居室や設備ɼ器具ͺ本来用法Ͷ従ͮͱ͟利用下͠いɽ͞Η
Ͷ反ͪ͢利用ͶΓΕ破損等͗生ͣͪ場合ɼ弁償͢ͱいͪͫく͞ͳ͟
͡いΉͤͲɼ͟了承下͠いɽ 

◎所持品及び金銭・貴重
品管理 

・ 原則ͳ͢ͱɼ͟利用者及び͟家族管理ͳ͵ΕΉͤɽ万͗一ɼ盗難ɼ
紛失ɼ破損等Ν͠Ηͪ場合ɼ当施設Ͷ͕いͱ責任ͺ負い͖Ήͤ
Ͳɼ͟了承下͠いɽ 

͵͕ɼ衣類・物品等Ͷͺ必ͥ名前Ν͟記入くͫ͠いɽ 

◎Ϙット持込Ί ・ 当施設内へϘット持込Ί及び飼育ͺ͕断Ε͢Ήͤɽ 

◎送迎Ͷͯいͱ 

・ 送迎ͺɼ原則ͳ͢ͱ玄関ΉͲ͕迎えɼ͕送ΕΝいͪ͢Ήͤɽ 

身体的・環境的等諸事情͗あΖ場合ͺɼ͟本人ɼ͟家族様ͳ話͢合
いΝ行いɼ提供Ͳ͘Ζ範囲送迎サービηΝ提供ͦ͠ͱいͪͫ͘Ή
ͤɽ  

・ 送迎時間Ͷͯ͘Ή͢ͱͺɼ交通事情等Ͳɼ10 分以上到着͗遅ΗΖ場合
͗͟͡いΉͤɽそ際ͺɼ事業所ΓΕ電話連絡いͪ͢Ήͤɽ 

・ 利用者様体調不良等Ν除͘ɼ準備͗Ͳ͘ͱい͵い場合ɼ他利用者
様Ͷ͟迷惑Ν͖けͱ͢ΉうͪΌɼ長時間待機ͤΖ͞ͳͺい͖ͪ͢Ή
ͤɽ͟本人ɼ͟家族͟協力Ν͕願いいͪ͢Ήͤɽ 

・ 乗車中ͺ安全ͪΌ全席εートϗϩト着用Ν͕願いいͪ͢Ήͤɽ 

・ 利用開始時間Ͷ間Ͷ合わ͵いɼ終了時間ΓΕ前Ͷ帰宅Ν希望͠ΗΖ場
合や送迎サービηΝ希望͠Η͵い場合ͺɼ͟家族ͶΓΖ送迎Ν͕願い
致͢Ήͤɽ 

下記内容Ν͟理解及び͟承諾いͪͫ͘ɼ͟利用くͫ͠いɽ 

 

＜͟家族等ͶΓΕ送迎Ͷͯいͱ＞ 

・ 介護支援専門員ʤケΠマϋーζϡーʥ作成ͤΖ居宅サービη計画書
提供時間Ͳ送迎Ν͕願い致͢Ήͤɽ 

・ ͟家族事情等Ͳ提供開始前͖Δ͟利用Ν希望͠ΗΖ場合ɼ営業時間
内ʤ8:30～17:00ʥͲ͟利用可能Ͳͤɽ͟利用際ͺɼ͟相談くͫ͠
いɽ 

※定期的͵͟利用場合ͺɼ介護支援専門員ͳ調整͗必要ͳ͵ΕΉ
ͤɽ 

・ ͟家族ͶΓΖ送迎中交通事故や交通違反ɼ駐車場内Ͳ事故ʤ転倒
͵ʹ事故含ʥͶͯいͱͺɼ責任Ν負い͖ΉͤͲ͟了承くͫ
͠いɽ 

・ 送迎Ν実施͢͵͖ͮͪ場合ʤ͟家族ͶΓΖ送迎等ʥͺɼ片道Ͷͯ̒͘
̕単位ʤ別紙̐：通所Ϩύ送迎減算参照ʥΝ差͢引いͪ金額Ν請求͠
ͦͱ頂͘Ήͤɽ 

 

 

 



個人情報の利用目的 

ʤ令和 6 年 6 月 1 日現在ʥ 

 

介護老人保健施設ύーϠニー聖和Ͳͺɼ利用者尊厳Ν守Ε安全Ͷ配慮ͤΖ施設理念下ɼ͕預͖Ε
͢ͱいΖ個人情報Ͷͯいͱɼ利用目的Ν以下ͳ͕Ε定Όɼ公表いͪ͢ΉͤͲ͟了承下͠いɽ 

 

ʴ利用者へ介護サービη提供Ͷ必要͵利用目的ʵ 

ʦ介護老人保健施設内部Ͳ利用目的ʧ 

・当施設͗利用者等Ͷ提供ͤΖ介護サービη 

・介護保険事務 

・介護サービη利用者Ͷ係Ζ当施設管理運営業務うͬ 

 －入退所等管理 

 －会計・経理 

 －事故等報告 

 －当該利用者介護・医療サービη向上 

ʦ他事業者等へ情報提供Ν伴う利用目的ʧ 

・当施設͗利用者等Ͷ提供ͤΖ介護サービηうͬ 

 －利用者Ͷ居宅サービηΝ提供ͤΖ他居宅サービη事業者や居宅介護支 

援事業所等ͳ連携ʤサービη担当者会議等ʥɼ 照会へ回答 

 －利用者診療等Ͷ当ͪΕɼ外部医師等意見・助言Ν求ΌΖ場合 

 －利用者診療等Ͷ当ͪΕɼ協力医療機関ͳ連携体制Ν構築ͤΖ場合 

 －検体検査業務委託そ他業務委託 

 －家族等へ心身状況説明 

・介護保険事務うͬ 

 －保険事務委託 

 －審査支払機関へϪセプト提出 

 －審査支払機関又ͺ保険者͖Δ照会へ回答 

・損害賠償保険͵ʹͶ係Ζ保険会社等へ相談又ͺ届出等 

 

ʴ上記以外利用目的ʵ 

ʦ当施設内部Ͳ利用Ͷ係Ζ利用目的ʧ 

・当施設管理運営業務うͬ 

 －医療・介護サービηや業務維持・改善ͪΌ基礎資料 

 －当施設Ͷ͕いͱ行わΗΖ学生実習へ協力 

 －当施設Ͷ͕いͱ行わΗΖ事例研究 

ʦ他事業者等へ情報提供Ͷ係Ζ利用目的ʧ 

・当施設管理運営業務うͬ 

 －外部監査機関へ情報提供 

 －行政機関や警察等へ情報提供ʤ災害時ɼ行方不明時等ʥ 

 

 



※下記料金ͺ地域区分を乗ͣͪもͶ͵りまͤɽ
※負担割合ͺɼお手持ͬʰ負担割合証ʱͶͱ͟確認くͫ͠いɽ

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

1,064 2,128 3,192

1,236 2,472 3,707

1,403 2,805 4,208

775 1,550 2,325

919 1,837 2,755

̏割負担 ̐割負担 ̑割負担

998 1,996 2,993

1,157 2,313 3,469

1,312 2,624 3,936

728 1,455 2,182

865 1,729 2,594

̏割負担 ̐割負担 ̑割負担

633 1,265 1,898

̏割負担 ̐割負担 ̑割負担

1,139 2,278 3,417

751 1,501 2,252

867 1,733 2,600

1,004 2,008 3,012

̐割負担 ̑割負担

743 1,485 2,228

859 1,717 2,575

974 1,947 2,920

改定
10.17地域区分

390

565 1,129 1,694

623 1,245 1,868

495 989 1,483

575 1,150 1,724

̑割負担̏割負担

令和6年6月1日

̐割負担

654 1,308 1,962

756 1,512 2,267

857 1,713 2,569

563 1,125 1,688

653 1,306 1,959

̏割負担

要介護̒

要介護̓

要介護̑

要介護̓

要介護̐

要介護̓

要介護̑

6時間以上7時間未満

要介護̒

要介護̐

5時間以上6時間未満 単位数

1,379 単位
要介護̒ 1,215 単位

1,137

要介護̑ 643 単位

844 単位
要介護̑ 730

要介護̓ 957 単位

1,046 単位
要介護̐ 903 単位
要介護̏ 762 単位

1,290 単位
7時間以上8時間未満 単位数

単位
要介護̒ 987 単位

852 単位

単位数

要介護̑ 981 単位
850 単位

要介護̏ 715 単位

4時間以上5時間未満 単位数

単位
要介護̐ 642 単位
要介護̏ 553 単位

7級地

405

507 1,013 1,520

要介護̏ 383 単位

要介護̒
要介護̓

2時間以上3時間未満 単位数 ̏割負担 ̐割負担
500 999 1,498

̑割負担
779 1,169

447 893 1,340

810

別表ʰ料金表ʱ
■通所リハビリテーεョン費 通常規模

429

458

491

̏割負担単位数1時間以上2時間未満
要介護̏
要介護̐
要介護̑

376単位
単位
単位 437

466

398

369

̑割負担̐割負担

単位
単位

1,126751

1,215

873 1,309

932 1,398

単位
単位数

555 単位
612 単位

単位

738 単位
622

単位

1,120

要介護̐ 439 単位

要介護̐ 565 単位
要介護̏ 486

要介護̑ 498

3時間以上4時間未満

要介護̒
要介護̓

要介護̏ 単位

要介護̓ 842 単位
要介護̒ 743 単位



■各種加算

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

リハマネζメント加算イɻʤ6月以内ʥ
リハマネζメント加算イɻʤ̔月超ʥ

リハマネζメント加算ハʤ6月以内ʥ

リハマネζメント加算ロʤ6月以内ʥ
リハマネζメント加算ロʤ̔月超ʥ

※医師͗説明・同意を得ͪ場合ɻ

口腔機能向上加算ᶚ

短期集中個別リハビリテーεョン加算
※̑ヶ月以内・週概̐回以上実施

認知症短期集中リハビリテーεョン加算ᶙ
※3ヶ月以内・週2回まͲ・個別実施

リハマネζメント加算ハʤ6月超ʥ

3時間以上4時間未満

4時間以上5時間未満

5時間以上6時間未満

6時間以上7時間未満

7時間以上

リハビリテーεョン提供体制加算̏
リハビリテーεョン提供体制加算̐
リハビリテーεョン提供体制加算̑
リハビリテーεョン提供体制加算̒
リハビリテーεョン提供体制加算̓

160 単位 163 326 489 ※月̐回まͲ

※3ヶ月以内・個別まͪͺ集団Ͳ実施

61

5 10 15

153 305 458口腔機能向上加算ᶙ

※月額1,920
認知症短期集中リハビリテーεョン加算ᶚ

単位

※月̐回まͲ150

204

退院時共同指導加算 600 単位 611 1,221 1,831

306

20 単位
40 単位

21 41 61

41 82

100

122

102 204

23 45 67

112 224 336

244 488 732

1,953 3,906 5,858

-48 -96 -144

13 25 37

51 102

407 611

21 41

278 556 833

807 1,613 2,420

51 102 153

61 122 183

962 1,443

29 57 86

41 82 122

61 122 183

17 33 49

21 41 61

25 49 74

31 61 92

13 25 37

̏割負担 ̐割負担 ̑割負担

単位

240 単位
593 単位

560

単位

単位

単位

円 円 円

100 単位

※片道Ͷつ͘

50 単位
移行支援加算

通所リハ送迎減算ɻ

102 204 306

153サービη延長加算ɻɻ̏時間
サービη延長加算ɻɻ̐時間

22 単位

-47 単位
12 単位

サービη提供体制強化加算ᶙ

60 単位
50 単位
200 単位
20 単位
5

若年性認知症利用者受入加算
栄養アセηメント加算

栄養改善加算
口腔・栄養ηέリーニンή加算ᶙ
口腔・栄養ηέリーニンή加算ᶚ

重度療養管理加算
中重度者ίア体制加算

科学的介護推進体制加算ɻ

円

240 単位 円 円 円

単位110 円 円

※月額
※月額
※月額
※月額
※月額

※月額270 単位

273 単位
793

単位 570 1,139 1,709

244 488 732

603 1,206 1,809

275 549 824

40 単位
60 単位

24 単位
28 単位

16 単位
20 単位

12 単位

入浴介助加算ᶙ
入浴介助加算ᶚ

30 単位理学療法士等体制強化加算
単位数

※月額473 単位 481

※基本料金ɼ各種加算合計単位数Ͷ8.6%相当介護職員等処遇改善加算ᶙ͗加わりまͤɽ



円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

1221 1831

489 977 1465

科学的介護推進体制加算

179 269

179 358 537

41 82 122

90

退院時共同指導加算 600 単位 611

176 単位
88

40 単位

153

153 305 458

204 407 611

21 41 61

5 10 15

102

326 489

5 単位
口腔・栄養ηέリーニンή加算ᶙ
口腔・栄養ηέリーニンή加算ᶚ

口腔機能向上加算ᶙ

一体的サービη提供加算

20 単位

480 単位

単位

150 単位

サービη提供体制強化加算ᶙɻ＊要支援̏
サービη提供体制強化加算ᶙɻ＊要支援̐

口腔機能向上加算ᶚ 160 単位

̏割負担

単位 51

163

̐割負担 ̑割負担
562 単位生活行為向上リハビリテーεョン実施加算

若年性認知症利用者受入加算

200 単位栄養改善加算

572 1143 1715

244 488 732

-122 -244 -366

-244 -488 -732

栄養アセηメント加算

-120

50

̏割負担 ̐割負担 ̑割負担
要支援̏
要支援̐

2268 単位 2307 6920

4228 単位
4613

4300 8600 12900

■介護予防通所リハビリテーεョン費ɻ ※̏月あͪり

■各種加算ʤ介護予防ʥɻ ※̏月あͪり

単位数

-240 単位

単位数

単位
240 単位

12月超え減算ɻ＊要支援̏
12月超え減算ɻ＊要支援̐

※基本料金ɼ各種加算合計単位数Ͷ8.6%相当介護職員等処遇改善加算ᶙ͗加わりまͤɽ


